
＜組合より＞

・火災保険、借家人賠償付き推奨依頼 P.２,３,4
賃貸契約原状回復費用が補える保険加入退去時の費用発生時の対処の為

・外国人技能実習生総合保険の再加入依頼
・原付バイクを取得した場合の任意保険の加入依頼
・自転車保険（地域別の加入条件）の加入依頼

（例えば、福岡・鹿児島は加入義務、熊本は努力義務etc)
・最低賃金改正（予告） P.５
・帰国便の予約フロー P.６,７
・10月各種試験関係の案内 P.８

＜お願い＞

① 在留資格更新における必要書類の案内
書類部より問合せの際はご協力お願いします。

② 技能実習責任者講習、技能実習責任者講習、生活指導員講習の
期限切れでしたら再受講をお願いいたします。

③ 雇用条件と実際の就業時間に違いがある場合、
更新や見直しが必要な場合は、組合へご連絡お願いします。

＜お知らせ＞

・抗原検査キットのお知らせ P.9
・技能実習生の労働条件の確保･改善のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031pdz-att/2r98520000031pmp.pdf P.10,11,12
・安全衛生特別教育 http://www.roaneikyo.or.jp/reserve/pdf/full_toku.pdf
・中央職業能力開発協会 https://www.javada.or.jp/
・技能検定試験問題公開サイト http://kentei.javada.or.jp/
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賃貸住宅入居者用火災保険のご案内 外国人技能実習生受入れ住居サポート用
損保ジャパン

●賃貸住宅入居火災保険の内容 法務省ガイドライン「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」

毎年、不慮の事故や疾病に遭遇する技能実習生が見受けられることから、関連法令に基づき健康保険に
加入することはもちろんのこと、これらの公的保険を補完するものとして民間の傷害保険に加入すること
についても、技能実習生の保護に資するものといえます。又、それらに関連付随し日常生活においても近
年トラブル、事故が増加しており、それらのリスクより実習生を守ることも円滑な技能実習生の受入れに
必要になってきています。

●保険契約者・被保険者（保険の対象となる方）
保険契約者の範囲：組合・受け入れ企業
被保険者の範囲：受入れ企業（賃貸契約者）・実習生本人

●補償対象期間 受入れ企業配属後 ３年間

●保険料 一部屋につき９,０００円（建物の構造により異なります）

●お支払い事例
・近所のスーパーに自転車で買物に行く途中、停車中の車に接触、車に傷が入り修理代を弁償する。
・実習生のタバコの不始末で火事になりアパートが半焼、賃貸契約者が家主より賠償求められる。
・実習生が誤って、油を台所で流し排管が詰まり修理代を負担。
・外出時風呂の蛇口を閉め忘れ、階下に水が漏れ階下の住人の家財・衣類等を弁償する。
・退去時に家主より原状回復を求められ、破損してる部分のみは保険で支払い対象になる。
・実習生が外出時鍵を壊され空き巣にあい、部屋の中の備品がなくなる。
備品再購入費及び壊された鍵の修理代を負担する。
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３年後再加入必要
（３号/特定技能/特定活動）

技能実習１号 技能実習２号 技能実習３号

出
国

帰
国

出
国

帰
国

外国人技能実習生総合保険
（３年まで）

外国人技能実習生総合保険
（２年まで）

時系列

在留資格

再加入

外国人技能実習生保険
について、再加入
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県によって違いはあると思いますが、
基本的には2021年10月に、
改正されるかとも想定されます。（+28円）

今後の案内確認が必要となります。

最低賃金額改定
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1. 航空券代は隔離費を含まない。約10万円（未確定）。
2.妊娠中の人や重病者の場合は優先搭乗となるが、
通常（実習生）は抽選となり、
抽選があたると航空券が購入できる。

3. 隔離場所は大使館へ予約する際ホテル隔離
と集団隔離を選択できる。

4. 下記は大使館へ予約するリンク先
https://forms.gle/66xm9fgUKXN8GSdk9

5. 下記はオンライン医療申告のリンク先
https://tokhaiyte.vn/

注意：旅行代理店経由の場合は、
デポジット（５０%）が必要な場合がある。

1. Tiền vé máy bay khoảng 10man yên 
chưa bao gồm tiền phí cách ly

2. Đối với đối tượng là người mang thai 
hay người bị bệnh nặng được ưu tiên mua vé
Đối với các đối tượng còn lại(thực tập sinh) 
sẽ mua vé theo hình thức bốc thăm

3. Nơi cách ly được lựa chọn giữa khách sạn
và cách ly tập trung khi đăng ký qua đại sứ quán

4. Dưới đây là link đăng ký vé :
https://forms.gle/66xm9fgUKXN8GSdk9

5. Dưới đây là link khai báo y tế trước khi nhập cảnh:
h ps://tokhaiyte.vn/ 

Chú ý: Trường hợp đặt cọc (50% )
khi mua vé qua đại lí bán vé

チケット購入の流れ /QUY TRÌNH MUA VÉ
大使館へ予約の場合/MUA VÉ QUA ĐẠI SỨ QUÁN
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 10/13 福岡県：鉄筋組立て

 10/15 福岡県：鉄筋組立て

 10/25 福岡県：大工

技能検定のお知らせ

アシスト国際事業協同組合
試験対策サイト

CLICK☝
からもご覧いただけます
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試験関係のお問い合わせは
コチラまで↓

よくあるご質問
～わかりやすい

技能検定のしくみ～
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＜お知らせ＞
・技能実習生の労働条件の確保･改善のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031pdz-att/2r98520000031pmp.pdf

労働条件確保・改善
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＜お知らせ＞
・技能実習生の労働条件の確保･改善のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031pdz-att/2r98520000031pmp.pdf

労働条件確保・改善
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＜お知らせ＞
・安全衛生特別教育 http://www.roaneikyo.or.jp/reserve/pdf/full_toku.pdf
・中央職業能力開発協会 https://www.javada.or.jp/
・技能検定試験問題公開サイト http://kentei.javada.or.jp/

各種参考サイト
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